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地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

地
方
交
付
税
法
及
び
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

一

地
方
交
付
税
の
総
額
の
特
例

平
成
二
十
一
年
度
分
の
地
方
交
付
税
の
総
額
に
つ
い
て
は
、
地
方
交
付
税
法
第
六
条
第
二
項
の
額
に
、
平
成
二
十
一

(一)
年
度
に
お
け
る
法
定
加
算
額
七
千
二
百
三
十
一
億
円
、
臨
時
財
政
対
策
の
た
め
の
特
例
加
算
額
二
兆
五
千
五
百
五
十
三

億
円
及
び
交
付
税
及
び
譲
与
税
配
付
金
特
別
会
計
に
お
け
る
剰
余
金
二
千
八
百
億
円
を
加
算
し
た
額
か
ら
、
同
特
別
会

計
借
入
金
利
子
支
払
額
五
千
七
百
十
一
億
円
を
控
除
し
た
額
に
、
地
方
団
体
が
行
う
雇
用
機
会
の
創
出
等
に
資
す
る
施

策
の
実
施
に
必
要
な
財
源
を
確
保
す
る
た
め
に
一
兆
円
を
加
算
し
た
額
と
す
る
こ
と
。

平
成
二
十
二
年
度
分
の
地
方
交
付
税
の
総
額
に
、
雇
用
機
会
の
創
出
に
資
す
る
施
策
の
実
施
に
必
要
な
財
源
を
確
保

（二）
す
る
た
め
に
五
千
億
円
を
加
算
す
る
こ
と
。

平
成
二
十
二
年
度
か
ら
平
成
三
十
六
年
度
ま
で
の
地
方
交
付
税
の
総
額
に
つ
い
て
、
二
千
四
百
七
十
二
億
円
を
加
算

（三）
す
る
こ
と
。

平
成
十
九
年
度
に
お
け
る
地
方
交
付
税
の
精
算
減
額
四
千
九
百
九
十
四
億
三
千
七
百
万
円
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
三

（四）
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年
度
か
ら
平
成
二
十
七
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
地
方
交
付
税
の
総
額
か
ら
九
百
九
十
八
億
八
千
七
百
四
十
万
円
を
ぞ

れ
ぞ
れ
減
額
す
る
こ
と
。

二

基
準
財
政
需
要
額
の
算
定
方
法
の
改
正

雇
用
創
出
に
つ
な
が
る
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
事
業
の
実
施
に
必
要
と
な
る
経
費
の
財
源
を
措
置
す
る
た
め
、
平
成

(一)
二
十
一
年
度
及
び
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
措
置
と
し
て
「
地
域
雇
用
創
出
推
進
費
」
を
設
け
る
こ
と
。

少
子
・
高
齢
社
会
に
対
応
し
た
地
域
福
祉
施
策
の
充
実
、
障
害
者
の
自
立
支
援
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
、
国
民
健

（二）
康
保
険
の
財
政
基
盤
の
強
化
の
た
め
の
措
置
等
に
要
す
る
経
費
の
財
源
を
措
置
す
る
こ
と
。

特
別
支
援
教
育
の
充
実
、
教
育
情
報
化
対
策
、
私
学
助
成
の
充
実
等
教
育
施
策
に
要
す
る
経
費
、
地
方
公
共
団
体
に

（三）
お
け
る
情
報
化
施
策
等
の
推
進
に
要
す
る
経
費
の
財
源
を
措
置
す
る
こ
と
。

地
方
再
生
に
要
す
る
経
費
、
住
民
の
生
活
に
直
結
す
る
公
共
施
設
の
整
備
及
び
維
持
管
理
に
要
す
る
経
費
、
観
光
立

（四）
国
推
進
対
策
、
治
安
維
持
特
別
対
策
、
消
防
救
急
業
務
に
要
す
る
経
費
の
財
源
を
措
置
す
る
こ
と
。

環
境
と
調
和
し
た
循
環
型
社
会
の
形
成
に
向
け
て
、
自
然
環
境
の
保
全
、
廃
棄
物
の
発
生
抑
制
や
再
利
用
の
促
進
等

（五）
快
適
な
環
境
づ
く
り
に
要
す
る
経
費
の
財
源
を
措
置
す
る
こ
と
。
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算
定
を
簡
素
化
す
る
た
め
補
正
係
数
を
削
減
す
る
こ
と
。

（六）

そ
の
他
制
度
の
改
正
に
伴
っ
て
必
要
と
な
る
経
費
及
び
地
方
公
共
団
体
の
行
政
水
準
の
確
保
の
た
め
に
必
要
と
な
る

（七）
経
費
の
財
源
を
措
置
す
る
こ
と
。

臨
時
財
政
対
策
債
へ
の
振
替
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
を
基
準
財
政
需
要
額
と
す
る
こ
と
。

（八）
三

そ
の
他
所
要
の
改
正

第
二

地
方
財
政
法
の
一
部
改
正

一

地
方
公
共
団
体
は
、
平
成
二
十
一
年
度
か
ら
平
成
二
十
五
年
度
ま
で
の
間
に
限
り
、
公
営
企
業
の
廃
止
等
が
当
該
地
方

公
共
団
体
の
将
来
に
お
け
る
財
政
の
健
全
な
運
営
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
廃
止
等
に
伴
っ
て
必
要
と

な
る
一
定
の
経
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
、
第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
地
方
債
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

二

地
方
公
共
団
体
は
、
一
の
地
方
債
を
発
行
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
総
務
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

三

地
方
公
共
団
体
は
、
二
の
許
可
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
。
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四

二
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
地
方
公
共
団
体
は
、
公
営
企
業
の
廃
止
等
に
よ
り
見
込
ま
れ
る
財
政
の
健
全
化
の
効
果

等
を
定
め
た
計
画
を
作
成
し
、
許
可
の
申
請
書
に
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

五

そ
の
他
所
要
の
改
正

第
三

地
方
特
例
交
付
金
等
の
地
方
財
政
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

一

減
収
補
て
ん
特
例
交
付
金
の
拡
充

平
成
二
十
一
年
度
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
あ
っ
て
は
、
地
方
税
法
等
改
正
法
の
施
行
に
よ
る
市
町

（一）
村
の
自
動
車
取
得
税
交
付
金
の
減
収
額
の
一
部
を
埋
め
る
た
め
に
、
減
収
補
て
ん
特
例
交
付
金
を
拡
充
す
る
こ
と
。

減
収
補
て
ん
特
例
交
付
金
の
総
額
に
加
算
す
る
額
は
毎
年
度
五
百
億
円
と
し
、
各
市
町

に
掲
げ
る
期
間
に
お
い
て

（二）

（一）
村
に
対
し
て
自
動
車
取
得
税
交
付
金
の
減
収
見
込
額
を
基
礎
と
し
て
交
付
す
る
こ
と
。

二

そ
の
他
所
要
の
改
正

第
四

地
方
公
営
企
業
等
金
融
機
構
法
の
一
部
改
正

一

法
律
の
題
名
を
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
法
に
改
め
る
と
と
も
に
、
地
方
公
営
企
業
等
金
融
機
構
の
名
称
を
地
方
公
共

団
体
金
融
機
構
に
改
め
る
こ
と
。
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二

地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
の
業
務
に
、
地
方
債
等
の
う
ち
公
営
企
業
に
係
る
地
方
債
等
以
外
の
も
の
の
資
金
の
貸
付
け

等
を
加
え
る
こ
と
。

三

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
は
、
内
外
の
金
融
秩
序
の
混
乱
、
経
済
事
情
の
変
動
等
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
の
財
源
が
不

足
す
る
場
合
に
お
い
て
地
方
公
共
団
体
が
当
該
不
足
額
を
う
め
る
た
め
に
起
こ
す
地
方
債
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
も

の
と
す
る
こ
と
。

四

そ
の
他
所
要
の
改
正

第
五

地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
の
一
部
改
正

基
準
財
政
収
入
額
に
係
る
精
算
制
度
及
び
減
収
補
て
ん
債
の
発
行
の
対
象
税
目
に
地
方
法
人
特
別
譲
与
税
を
追
加
す
る
こ

と
。


